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校 長 根岸 正治   

 

気象警報発令時の児童の登下校について 

 

新緑の候、平素より、本校教育に対しましてご理解とご支援をいただき、誠にありがとうござい

ます。 

さて、令和 8年 5月 29日より新しい防災気象情報が運用されたことに伴い、「防災気象情報」発

表時及び「避難情報」発令時における学校の対応が変更となりました。つきましては、児童の安全

を考慮し、以下のように対応いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

■午前６時以降（登校中または在校中）に上記の「防災気象情報」や「避難情報」が発令された場合  

★学校で判断し、安全に留意して対処します。 

★学校で判断し緊急に下校することがあります。 

この場合は、「緊急時の児童引き渡し」による下校となります。 

・「保護者連絡帳」でお知らせします。 

・「緊急時の引き取り者」となられている保護者やご家族の方で対応をお願いします。 

・車での来校の方は、運動場に面した西門からの出入りをお願いします。運動場を駐車場とし

ます。 

・「災害用伝言ダイヤル１７１」とは電話を利用した「声の伝言板」で、児童生徒の安否など

学校側で録音したメッセージを保護者が任意で聞くことができます。あらかじめ決められた

再生用番号【１７１→２→０８６‐４２２‐６６００】を入力すると、学校のメッセージの

みを聴くことができます。    学校の電話番号 

※ なお、周辺の状況やその他の事情で登下校に支障がある場合には、保護者のご判断で自宅待機

をお願いします。その場合は学校まで連絡をお願いします。（０８６－４２２－６６００） 

※ 学校への電話によるお問い合わせは、特別な場合を除きご遠慮ください。 

 （電話の回線が少ないので情報収集に支障が出る場合があります。） 

※ 放課後児童クラブ（ふれあい）は、上記の場合開設されません。 

臨時休業とする場合 【午前６時の時点で】  （下線部変更点） 

１ 気象庁が発表する「防災気象情報」によるもの    

① 倉敷市に、「特別警報（大雨・暴風・暴風雪・大雪・河川氾濫・土砂災害）」が発

令されている場合 

② 倉敷市に「危険警報（大雨・河川氾濫【高梁川】）」が発令されている場合 

③ 倉敷市に、「警報（暴風・暴風雪・大雪・河川氾濫【高梁川】）」が発令されている場合 

 ２ 倉敷市が発令する「避難情報」によるもの 

① 学校所在地（老松小学区）に、避難情報「緊急安全確保・避難指示・高齢者等避難」が発令

されている場合 
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